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(最総三）

L

Lハノ』エ”菌忌鳳』 、

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など･複数の欄をまとめて記戦する必要がある場合であっても,セルを結合せずに．
｡その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。

同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
■

庁名 本庁･支部 事件種別
U 年

査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大阪高裁 地家裁 民事

屯

その他

畢件記録出鏑陣について,通運と

輿なる様式の桜簿(｢返還予定年月
日｣欄が設けられていない｡)を使用
している。 ．

争汗配嘩を廻正Iこ官理するという念願が希薄で
あり.貸し出した率件記録にづいては.返還され
るまで.その保管状況を確鹿していなかった。

産やかに坦埋Iこ定められた様式の事件記録出納
簿を作成し,以後は‘事件記録貸出時に返還予
定年月日を配載させ.返還予定日を確麗して.事
件配録の管理を行っている。

大阪高義． 地家籔 民事 その他

事件配鰍出細薄について.貸し出し
た事件記録の返還を実際には受け
ていたのに.返還日の記鮫も受領
印も澗れていた。 ．

冤戸斤圃し坪廷廻エ0－"国辱り句こし､フ墨U唾刀､5市再喧

あり.鰻簿による奉件記録の管理が徹底されて
おらず,事件記録の紛失につながりかねない．

畢仔記露を廼止に官埋すもよう聴負に摺導し,毎

月1回､事件記録出納簿の貸出状況を確窪するこ
ととしたb

，

大阪高裁 地家裁 民事 その他

嘘詞砺暴禰阿姓垣薄か電子テータ
化されており.紙による備付けをし
ていない。

●

丁一観Iこょ③官埋をしてい合ことから．年展末に

プリントアウトしたものを幅簿儲票備付経過簿と
して綴ることとなり.あたかもr結果簿』の体戯と
なる．

また,根博賭票備付経過簿の作成や正確な配戴
を通じて:必要な頓簿等の傭え付けについて溺
れのない懸勢を確保するという本来の目的も達
成できない。

凰らに我により庫付けた｡また,配録係職員に
対し･データではなく紙により備え付けるよう指導
するとともに.配録係の事務処理要領や根簿賭
票の保存･廃棄関係の事務処理要領にも.紙に
より備え付けるよう付記した。

大阪高裁 地家裁 民事 その他

轍薄騒累爾付経過簿について,作
成日付漏れ.合てつ記載溺れ,引
鮭処理渦れ等がある。

江毎回目妖凹■醐涯型堺1－エ唖【一日尼延し延い悪い項

合.幅簿諸票を適切に管理することができず,根
蜂賭票の膜廃棄につながりかねない。

騒岬随釆Iこ関すも畢栃処理について知廠不足で
あるこ劫､ら.配絃すべき事項を整理し､毎年記
鮫事項を砿煙していくこととした｡また.肥録係長
に対し､異動の際には引継ぎを丁寧に行うよう指
導した｡今後配録事溺担当者に対する研修を当
肢庁において継続して実施することを検肘してい
る。

地家裁 民事 その他

認亜等用蒋殊用紙の管理につい

て,特殊用紙飼整責任者や特殊用
紙保管責任者が交代しているの
に.新たな責任者の指定をしていな
い。

埋浬に対す合理解が不足しており,特殊用紙瞬
整責任者及び特殊用紙保管責任者は.官職指
定により定まってL,るものとして,新たに指定して
いなかった｡また’最高裁の取扱要領に基づき，
特殊用紙飼整責任者.特殊用紙保管責任者に，
特殊用紙湧整責任者等一覧表を送付する等の
方法により指定した旨を通知するとの麗臓もな
かった｡･このことから.各保管者(責任者)におい
て,毘腔等用特殊用紙が.偽造防止措置を施し
た重要な用紙であるとの意職が希薄になり.管
理がおろそかになるおそれがある。

唾やかに狩麻閑職閏題貢任看及び特殊用紙保

管責任者を指定し,各責任者に対し､特殊用紙鯛
整責任者等一覧表を送付して通知した.また,戴
判部と事稽局とが連携して.責任者の交代時に
は.速やかに指定を行う態勢を整えた．
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庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策
《

備考

大阪高裁 地家裁 ‘ 家事 その他

審判期日薊の審判書原本の保管方
達として,審判害原本をクリアファイ
ルに挟み.事件配録と一緒に輪ゴ
ムで束ねて保管している。

審判害原本を事件記録に綴ってはいないもの
の.事件記録と－体にして保管していることが
ら,事件配録の閲覧’歴写等の暗に当事者の目
に触れるおそれがある｡また.輪ゴﾑで束ねてい
るだけであることから・書類の紛失につながりか
ねない。

各罷毎にクリアフックを用遼し.審判香原本をクリ

アブックに入れて‘肥録とは別に保管する取扱い
に改めた。

一

大阪高裁 地家裁 家事 その他．

事件配録出納簿について,遥逮』．
異なる様式の頓麻(｢返還予定年月
日｣欄が設けられていない｡)を使用
している。

｡ ●

事件配騨を遍正に管理するという怠鎌が希薄で

あり.貸し出した事件配録については.返還され
るまで,その保管状況を確毘していなかった。

速やかに通運に定められた様式の事件記録出納
嫁を作成し､以後は.事件配録貸出時に返還予
定年月日を肥餓させ.返還予定日を確湧して,事
件紀録の管理を行っている。 ．

大阪高裁 地家裁 家事 その他

｡ ｡

事件記録出納陣について,返還予
定年月日.返還日の趣濁れ.配
録の貸出又は返還の際の受領印が
調れている。

事件記録を適正に管理するという窓醗が希薄で
あり.幅簿による事件配録の管理が徹底されて
おらず,事件寵録の紛失1こつながりかねない。

本畷癖は.事件配録の所在砿麗のための重要な

幌簿であることを露繊させ.返還予定年月日を含
め癖の記駁事項について適正に配城するよう
指導するとともに.事件記録の受領の暗には必
ず押印するように指導した｡また,返還予定年月
日を随時確浬し.予定年月.日を過ぎるようであれ
ば,貸出配録の所在確認及び延長の処理をする
こととした。

大阪窩薮 地家裁 家事 その他

家裁飼査官への事件記録の貸出し
は.記録授受簿で行われているが．
貸出しから相当期間が経過している
にもかかわらず返還日の妃舷がな
いものが多数ある等,事件配録の
貸出状況の管理が適切でなかっ
た． 。

畢件配蜂を適正に審理するa,う意臓が希薄で
あり.貸し出した事件記録については.返還され
るまで;その保管状況を確鯉していなかった。

琢戴函五官への事件配鍾貢出しについては.配

録授受簿ではなく,原則■■■■■■により貸
出処理をすることとした｡また,貸出状況の管理
については.月2回，家戴鯛査官に貸し出してい・
る事件配録を■■■■■■■■■■それを各係で
確麗することとした。 ．

大阪高裁 地家裁 家事 その他

事件嘗頚の編冊について,通達に

定められたとおりの事件害類編冊
目飼が作成されていない。

通達の腿礎不足により.事件■鯛に顛次番号や

完結日を妃戟せず.紹冊目録には保存している
事件香顕の率件番号のみ記駁していたものであ
り,適切な管理がなされておらず.事件書類の紛
失,誤廃棄につながりかねない。

平睡25年度分から頭に26年.27年度分につい

て通達に定められた事件書類編冊目録の作成に
着手し､24年度以前の分はその後に着手する予
定である。
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K人刀上の留意点】 、

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて記鮫する必要がある場合であっても，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。
L ，

セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大阪高裁 地家裁 家事 その他

眠簿踊粟剛付経過簿について．
･合てつの記駁溺れ.作成日付の記
敏澗れがある。
｡｢整理番号｣について.通逮上登敏
昭に通し番号を記載することが定め
られているが.通し番号噸になって
いなかった．

超迩の巽職不足により.粗麺腿累踊付経過簿の

正確な記鐘がなされていないことから.必要な根
簿の備付け溺れ.幌癖賭票の誤廃棄等につなが
りかねない。 。

配輝隙埋風に対しては,通運を正しく理解するよ
う揃導するとともに,以下のとおり記載溺れ,館載
娯りを防止することとした．
【配鮫溺れ】
記録係において.年度当初の幌簿賭票備付経過
嫁作成時及び各部(係》からの引継ぎ時に.各部
(係)との連携を図り.幌簿合てつや作成の有無
を砿鹿することとした｡併せて.各係に儲え付けて
いる根簿賭票備付経過簿に,幌簿合てつの配戦
をさせた上で.同根蝉の用紙を用いて帳簿踏蕊を
肥録係に引き継ぐこととした｡また,引継ぎを受け
た記録係においては,根簿賭票を点検する際.合
てつされていないかを十分注意して確竪し.合て
つされている場合には.備考欄に合てつの旨の
肥載がされているのかを砿漣することを徹底させ
た。

【整理番号について】
区分した部分ごとに
することとした。 ．

区別し得る番号を用いて記鮫

大阪高裁 地家裁 家駆 その他

事件記録出鞆簿につき.司遥年度
ごとに作成すぺきところ.平成28年
度分については.平成27年度の続
きに配載していた．

迎連の醒厩不足により.正しく観簿が作成されて
いないことから,犠簿の膜廃棄につながりかねな
い ●

皿逐を正しく埋解するよう宿尋するとともに.指摘

された幅簿について年度ごとに作成し直U､前年
度根簿の締めの処理をした．

大阪高裁 地家捜 家事 その他

ーーマグロUVログ…~…ｰグローU一一■‐

て.特殊用紙鯛塾責任者や特殊用
紙保管責任者が交代しているの
に.新たな責任者の指定をしてL,な
い。

通達に対する理解が不足しており.特殊用紙鯛
整責任者及び特殊用紙保管責任者は.官聴指
定により定まっているものとして.新たに指定して
いなかった｡また.最高裁の取扱要領に基づき，
特殊用紙調整資任者.特殊用紙保管資任者に．
特殊用紙鯛整責任者等一覧変を送付する等の
方淺により指定しだ旨を通知するとの麗臓もな
かつた｡このことから
て.認鉦等用特殊用鋪

管者(責任者)におい

偽造防止措置を施し
た重要な用紙であるとの愈溌が希薄になり,管
理がおろそかになるおそれがある。

連やかに祷殊用紙鯛竪責任者及び特殊用紙保

管責任者を描定し.各責任者に対し､特殊用紙鯛
堅責任者等一覧表を送付して通知した.また.裁
判部と事務局とが連鍵して,責任遮の交代時に
は.速やかに指定を行う態勢を整えた。

大阪高裁 地家裁 家事 その他

~pLで"丁］可可…祠砺コヌエ岬0－ジ⑭･

て,特殊用紙飼整責任者が交代し
たのに引継ぎの紀叙がない。

超迷に対す｡埋解か不足しており,特殊用紙鯛
整責任者において.引継ぎの配載が必要である
との鯉臓がなかった｡このため,幌姉上.交代時
の用紙の確盟を怠ったかのような記鮫となってお
り,授受鱒による適正な管理がおろそかになるお
それがある。

副睡宣囚即駆翻れを補正した.今後調整資任者
及び保管責任者の交代を－覧できる表を作成
し,その表を活用して.引鍵ぎ溺れ及び引継ぎの
肥載濁れを防止する方策を検肘中である。
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【入力上の留意点】

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて記載する必要がある堀合であっても,､セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。
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庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項、 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大阪地裁 支部等 民事
ll隅匿情報の管理に関する
事項

秘匿希望事項が肥睡された筈団
を別綴りにはしているものの.配慮
の要否や獅匿の範囲が明確でな
い、

事務処理フロー策定以薊に,秘匪希望に対応
した配虚をした事件について.事件館録を保存
期間が満了するまで.関係する薮判官,職員問
で秘匿の配慮が共有される必要がある。

事務処理フロー軍定前の事件についても.秘匿
希望に応じ配慮した事件について.配慮の判断
や秘匿の範囲を配録化を図る。 、

大阪地裁 支部等 民事 その他

澤弄期圃の異な合一審判決侃本

と上鯨審和解頂書原本とを.判決
原本綴りに合綴して保存していた。

曝存期間の異な苞事件害頚を合綴保存しない

ようにすることは昨年度までの査察でも指摘して
おり.判決原本と鯨詮費用額砿定処分原本等に
ついては.改善が進んでいるが.上脈審和解鯛
書原本については,是正が図られていない,ある
いは遅れがちになっている。

■

上翫審和解園書原本は.散が多く.また閲覧腿
写申鯖が原審判決原本と合わせてなされる場合
かほとんどで.その際取り出しやすいため,是正
が遅れ勝ちになっているが.通逮に従った合理的
処理の徹底するため.新たに保存に付する事件
書類については砿実に.また.既に保存している
ものについては一定期間内に是正する計画を立
てて合綴のない状況を作る。

大阪地裁 支部等 民事 その他

判決原穂の点検から判決正本の

作成.送遮に至る事務処理ﾌﾛｰ
の在り方が検討されていない．

平威26年7月24日付け緯務局第三腺長事務連
絡を踏まえ，原本との園翻のない正本作成に同
けて庁内で意礒喚起を図る必要がある。

韓務局三課長事務連絡の趣旨を周知した上．

で.庁内で.裁判官を含めて検肘を進め.判決草
稿段階から正本の交付に至るまでの合理的な事
務処理ﾌﾛｰを構築する。

大阪地裁 支部等 民事 その他

頓卿謄果爾付経過簿に幅簿名が

肥較されているが‘作成月日等が
空欄になっている。

革『r醜で再”年始B卜『ぬ廷国応し両画日｡WにpJW

ある幅鱒については作成月日を空欄にして畳鮫
するが，当駿年度が終了した後も作成月日簿が
空欄であると,実際に当骸根簿の備付けたのか
どうかが不明になる。 ‘

6

0懸薄寵累通運の極要｣により.事件係属時まで
作成を留保し得る旨の定めのある幅簿について‘
帳簿を作成しないで当骸年度を経過した塙合に
は,作成月日楓導に斜線を引き.取扱責任者が
漣印するとの取扱いを周知,徹底させる。

大阪地裁 支部等 民事 その他

四停砺件の経過票が.記録に編
綴されている。

旬

当厩庁では.鯛停事件の経過瓢は｢記録外｣の

書類としていたにもかかわらず.配録に縄綴する
のが相当との鯉艤を共有していたら

l記蜂とは何か｣についての整理を徹底した上

で,鯛停事件の経過票は,なぜ記録となってはな
らないのかについて;庁内で十分に雛翁じた上
で,具体的に事務処理を検肘するよう指導した。
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L

L人力上の留意点】 。 、

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など．複数の欄をまとめて記戯する必要がある塙合であっても.セルを結合せずに，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。 ．

同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項
一

課題等 事務処理上の改善策 備考

京都地裁 支部等 民事 (1)秘琶愉報の管理に関する
事項

閲寛等制限決定がなされている事
件について.問事件である旨の鯉
録への明示はなく.該当書面が.非
開示部分へのマスク処理が不完全
(一部のみで.剥がれやまい状態）
なまま.配録に繰られていた．

閲覧躍覗隈決定事件の事務処理については.当
庁の秘匿傭報管理申合せ(H27.3)に準じて ．
行っている｡当庁においては,管内を含め,同申
合せ発出時に職員に周知し.庁内のHPにも褐
鮫してその周知を図り.秘匿情報の管理の重要
性についても線り返し指導してきたところである。
今回.担当者は,この申合わせを知っていたが．
閲覧等制限事件や秘匿情報の管理に対する重
要性の浬職が不足していたことが原因と考えら
れる。

王仕吾醍画か吾部署で閲覧等飼限事件における

非開示禰躯の取扱いについて練り返しミーティン
グを実施して.非開示情報の管理の重要性につ．
いての愈職の徹底を図った｡また‘簡裁で作成し
ている｢閲覧簿制限の申立がされた頚件妃録の
取扱いについて｣の内容を改めて硫浬し. ､記録へ
の明示については,事件記録のビニールカパー
表側袋部分に薄黄色のｸﾘｱファイルを入れた上
で. 『閲覧制限｣と配載されたﾄﾗマークの紙を挟・
み込"で表示する取扱いを,閲覧制限部分のマ
スキング方法については,黒色のテープで透けて
見えないように処理する取扱いを徹底した。

ノ

京都地裁 支部等 民事 その他

硬産廃止により進行を始めた民事
断舩事件の期日呼出の事務処理に
おいて.呼出しに要する予納郵便切
手が不足していたが.期日が切迫し
ているなどの特段の事愉がないに
も関わらず.予納命令を発すること
なく国庫立替手続で特別送達を。
行っていた。

＝＝ニローァやEq～閏刃匂壁碑P1勺程御.8添回。湖ロ

措定の段階から.民事脈舩渋141条を踏まえた
手統をとる必要がある。

重睡貝に対し,改めて民畢翫醗法141条の内容
を周知し.安易に国庫立替の手続を行わないよう
注意喚起した。

京都地裁 支部等 民事 その他

畷麻の保存に関し,担当者の娯理

解により,支払督促事件について混
載を終了した年度を保秤始期として
いた年度があった。

畷薄の洙存は‘記威の籍了した翌年度を保存始
期とすることの理解不足 ．

ョ庁では毎年,嘘簿等の保存廃棄に関する研修

を実施しているが.同研修において改めて注愈喚
起を行う。 ．

神戸地裁 支部等 民事 その他

鹿証等用特殊用紙授受麻が帳簿筋
票傭付経過簿に登載されていな
い。

飛踊鰭票爾付経過簿への量厩意起を的確に理

解しておらず.幅簿鯖票が適正に管理されてい
るか疑問である｡正確でない理解のもと,同経過
簿が作成された塙合,記舷内容や廃棄などの事
務処理に影専を及ぼしかねない。

唾扮鐸全受撃墜翌営雪迩昌一テイング等を行い，
画係通達等を正確に理解させ.その上で慎重Iこ
経過簿に配靭し,庶務繰長等が点検を行うことと
した｡また,本庁から関係通運等を整理して表形
式でまとめた資料等を送付したほか.各庁におい
ても引凝書に妃鮫して後任者に引き鯉ぐこととし
た｡

奈良地裁 支部等 民事
(1職圏情報の管理に関する
事項

秘臣爾轍の哲理の検討 1種巫咽寂においては.害記官が1人しかおら
ず,膿桧が深まらない．
2独立簡麺においては,事例がなく,醗鎗が深
まらない。

季1丁とともに弼瞳爾報に関する距践を行う擾会を
段けたい．



一

－

(最総三）

L

L八刀エW菌思風』

･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて記載する必要がある場合であっても，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。 ．

セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
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庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 楢摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大津地裁 支部等 民事

、

(1醗匿慣報の管理に閏する
事項

破産事件について.債楢者(債務者
の元妻)からの秘匿申出(住所)が
あり.秘匿精報を特定して妃録上共
有できているが.当庁の申合せであ
る秘匿部分のマスキング処理及び
第4分頻に紹綴あるいは曳船にす
るなどの処置がなされていない。

不汗については,閲寛雁写申爾の可能性が低

<，既に債務者が秘匿情報を知っている可能性
がある事案であったとのことであるが,窃匿憎報
扱いとした場合には‘申合せ通りの流失防止策
を鷹じるべきであり.鯉織が甘いと曾わざるを得
ない。

薮判官も参加したミーティングにおいて.当庁の
申合せの内容を改めて周知徹底するとともに,前
提として秘匿憎報として取り扱うべき情報かどう “
かの判断.配録上に不必要な秘匿憤報が表れな
いようにするための措置の可否等を検肘する必
要があること及び秘蟹すべきであると判断した情
報については‘事精の如何を問わず例外的な取
り扱いは餅されず,申合せ通りの取扱いをしなけ
ればならないことを周知徹底した。

篭鰡鑿畿鑑総競認熟
いがなされているか検歴するとともに.秘匿情報
を共有することとした｡、

大津地裁 支部等 民事

一

(1堪匿情報の管理に関する
事項

秘匿備報の取扱いをしている鯛停
事件について.秘匿情報が配鮫さ
れた書類の原本がﾌｧｲﾙに入れ
て配録にはさんであり.第4分類に
紹綴あるいは曳船にするなどの処
置がなされていない.また,主任書
配官や飼停婆員を含め係全体で秘
匿傭報が共有されているか暖昧で
ある。 ．

当斤の甲合せでは.桐租翻洩や紛失防止のた
めに,秘匿傭綴が妃軟された書顛の原本は.第
4分類に絹綴あるいは曳船にすることになってい
るが.その処置がなされておらず.申合せの周知
はされているものの取扱いについて徹底されて
いなかった｡また,主任寮配官や調停委員を含
め係全体で秘置情報が共有されているか暖昧で
あった。

ミーティングIこおいて,循掴事項を含め,当庁の
秘匿傭総取扱いの申合せ内容を改めて周知徹底
した。

今後秘匿扱いとした場合には,その都度.庶務
課長.主任書記官及び係全体で適正な取扱いが
なされているか検鉦するとともに,秘匿情報を共
有することとした6

和敬山地裁 本庁 民事 (】堪匿情報の管理に関する
事項

銀判官が秘匿情職と特定した増
合の事件記蝿への明示方法,また
裁判官･害配官.その各後任者等
及び上訴審との秘匿事項に関する
情躯共有方法

秘匿爾報として取り扱うか否かは決定手続でな
いため.どの情報が秘匿亭項となるかを館録上
明らかにして.蕊判官･書妃官,その各後任者等
及び上翫審との情報共有することが舷しい｡

錘付殿賭,立会段階,記録保管段階が一覧で

きる書式を作成して.その書式に秘盟事項を特定
し､各段階に引き経げるようにエ夫し.裁判官･書
記官,その各後任者及び上醗審と情報共有でき
るようにする。

和歌山地裁． 支部等 民事 その他

飼え付けられた事件記録出納簿
に『返還予定年月日｣棚がない。

趣連の挿式か,いつの間にか変更され｢返還
予定年月日｣欄が削除されている｡根拠となる通
遠等を正確に確麗する事務処理態勢を桐蕊して
いく必要がある。

碩鯉と在包囲迩尋を砿鯉することや,事件配録
の返還予定日を意顔した管理の徹底を周知す・
る｡また･書式変更する場合は,根拠通達等にあ
たって違反がないかという視点を持たせる。

和敬山地観 支部等 民事 その他

感廓魔票便付経過簿の肥取に関
し,事件幅飾と儲票の区別ができて
いない。

昨年も同じ宿禰をしているが，初めて簡裁の庶
務蝶長をする者は,幅博や鰭票の整理の経験が
ないことから.通達等を理解せずに前例踏襲的
な事務を行ってしまう．

｡

唖浮や函票の逓埋及び事件記録等の廃棄に関
し,管内の庶務課長等を集めて毎年研修を行っ
ているが,その研修において再度周知を行って理
解をさせる．
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【入力上の留意点】
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･類似の指摘事項をまとめて分析する場合など.複数の欄をまとめて記載する必要がある場合であっても，
･その外具体的な記載方法は別添の入力例を参照してください。
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セルを結合せずに.同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。

庁名 本庁寅部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

大阪寒裁 支部等 家事
(l畷匿情報の管理に関する
事項

秘匿希望が出されているのに定め

られた様式に従った処理がなされて
いなかったり‘マスキング処理され
ていないもの.また非開示害類群に
綴られていないものがあった。

秘匿申出があった増合の事務ﾌﾛｰが徹底され
ておらず,秘匿情報処理の必要性を聴員に鹿鍾
させているのかを疑わせる配録があった｡再度，
秘匿慣報の窓味合いを職員に鯉臓させ.非開示
の申出がされた書類は家事事件記録の紹成に
ついての通逮に従ってつづり込むように事務処
理を徹底させることが必要である。

秘臣取数の申合せ事項を徹底し,情報の管理に
対し､細心の注意を払うよう徹底すること,非開示
の申出がされた書額は.通達に従って第3分類の
末尾につづり込むように指導した． ．

大阪家薮 支部等 家事
岬
函
匿情報の管理に閥する

受付で秘匿申出があったにもかか

わらず,ピニールカバーや黄色い
ファイルの装着等の措圃を取らない
で部でかかる楢置を取らせていた。

秘匿甲出があった塙合の事務フローとして情報

が十分に共有できていないのではないか｡また，
秘匿情報管理の必要性が職員間で毘駈共有で
きていないのではないか。

秘匿取鈑の甲合せ事項を徹底し,申出があった

示する処理を徹底することを指導した。

大阪家類 支部等 家事 その他

裂判原本は.保存の始期の属する
年度ごとに縄戻すべきであるが.異
なる年度のものが混ざっている。

記録の保存,麗粟率務を通運に従って適正に実
施する必要がある．

画ちに是正するよう括導した。

大阪家蕊 支部等 家事 その他

麺判書原本綴りに緩冊目録を付し
ていないものがあった。

罷録の保存,廃棄事務を通運に従って適正に実
施する必要がある．

画らに是正するよう指導した。

大阪家戴． 支部等 家事 その他

謹判原本等保存簿に完籍日，保存・
終了日が配敏されていない。

記鯨の保存.麗棄事務を通運に従って諸TFに実
施する必要がある。

直ちに是正するよう据導した。

大阪家鎮 支部等 家事 その他

人事翫腿の控饒事件の原審判決原

本と控断審和解鯛書はそれぞれ別
の綴りに保存すべきである｡引用に
より写しが必要ならば,写しも付け
ることになる。

配録の保存,廃棄事務を通速に従って適正に実
施する必要がある。

直ちに走正するよう掘導した。

大阪家叡 支部等 家事 その他

判決原本と和解閥書,取立決定，
鯨腿費用顎確定決定は別々に保存
すべきである。

記録の保存.廃粟事務を通速に従って調症に実
施する必要がある。

回ちに是正するよう摺導した。

大阪家翰 支部等 家事 その他

事件簿等の畷簿類について.保存
期間が満了したものが廃棄されず
に残っていた｡廃棄できるものは廃
棄すること。

配疎の保存.廃莱事務を通運に従って適正に実
施する必要がある。

且弓'二垂止す念よう循導した。
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庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項
‐守

指摘事項 課題等 事務処理上の改善策
■寺

備考

大阪家戴 支部等 家事 その他

言い液し前の判決原本は,配録と
は別保笹とすること。

畢汗配殊にどのような害頚を編綴すべきなのか

といった記録標念について.組織的な麗磁共有
がなされておらず.その橡念に基づいての妃録
作成保管事務の検肘や適切な指導が行われて
いないのではないか。

判決臨本と事件配録とを別に保管することの意
味を,事件配録の概念を十分に考えさせる二とに
よって鹿臓の共有を図り,現状の事務処理を是
正するよう指導した。

京都家裁 支部等 家事 その他

疎音反訳事務において,パソコンの
ハードディスクに保存した音声デー
タにつき,当験飼書の配鮫の正確
性に対する異膿申立てをすることが
できる期間前に消去していた。

廻当者がテータの洞去時期を思臓をする態勢と
なっていなかづた｡事務の疵れの中で.処理する
時期を意職させる魑勢とする必要がある。

パソコンにテータ保存する際.当該データの消去
時期(次回期日等)をファイル名の一部とすること
とした｡また.録音反訳の要箇にそのことを盛り込
んだ。 ．

神戸家裁 支部等 家事 その他

合意に相当する審判の原本仮綴り

に保存期間の異なる鯛停に代わる
審判の原本が複数編綴されてい
た●

了■ ■ I■■一一一扉gひび▼98ー■■ー一宇一一一一可画夕＝畷

不足と主任害配官各人が原本分鍵を行っている
ことから,原本仮綴りに綱綴する際のダブル．
チェックがなかった。

配疎係の事獅を担当する部署を明確化し､責任
をもって事件関係書類等を保管する態勢を構築し
た｡原本の分離と糧綴については,複散人で確鯉
している｡知職不足については,本庁で作成して
いる配畷等保存の手引きの最新版を参考に通達
の理解を深める．

？

神戸家裁 支部等 家事 その他

保存に付している事件鯉録を配録
倉庫から借り出す際,第三者の確
鰯を経ることなく,害記官が借り出し
ている。

哲理駆貝が1人の支部であり．菅理臆員に申

出､出納鱒に配蔵し､かつ管理職員の確鯉をす
べきところ,いつの間にか配戯しないようになっ
ていた｡管理職員が交代したが,その点の引継
が適切になされていなかった。

琶埋騒員の席に出納簿を据え置き.配録の借．

出･返還は出納簿に肥駁して確認する｡管理職員
が不在のときは.係員相互に確固すること徹底し
た.事務引継は確実に行う．

奈良家裁 支部等 家事 その他

舩廷事務(裁判害原本のナンバﾘン
グ)について

事件書類縄冊目録に綱綴されてい
る原本は,散逸,取り違え等の防止
のため,事件害類原本にも同目録
と同じ番号を頤次記飯する等の措
置を議じておく必要があるのに.そ
のような措置が鱗じられていないも
のがあった。

‐一ロﾛ凹一…マォFn08毒U～jG p－V丁回凹面･寺昨万碗梧

の運用について｣等の関連通運の理解が不十分
であることや.事務担当者が交替した場合に.後
任者に事務力鍾切に引き経がれていなかったこ
とが原因であると考えられることから.､そのような
率懸を発生させないような鯉勢を構蕊することが
裸題である。

畢獅理当省のみでなく､全関係職員に対して.事

件害類原本にも事件香類縄冊目録と同じ番号を
順次配載する等の措置を鱗じる必要性簿につい
て税明して周知するとともに.･事務担当者が交替
した塙合にも,事務処理が適切に引き軽がれるよ
う.事務処理要領等にも妃載することとした．

大津家裁 支部等 家事 (1鴎匿傭報の管理に関する
事項

西国1再認W…ツ匂争升日巳琢1－砲

いて.編てつ方法が誤っているもの
があった。

秘睡胴麹理数の事務処理要領の周知はできて

いたものの,事務補助者である事務官にその内
容まで理解させることができていなかった。

準栃･目に河して,改めて要領の内容を脱明して理

解させるとともに.今後異動等で聡員に変動が
あった際'二は,要領の存在を周知するだけでな
く,内容についても説明することとした．



6 口司

、
、

〆－ 一--F･･-----

【入力上の留意点】

・類似の指摘事項をまとめて分析する場合など,複数の欄をまとめて記載する必要がある場合であっても,セルを結合せずに,同じ内容をそれぞれのセルに入力してください。
・その外具体的な記戦方法は別添の入力例を参照してください。
L
’ 、

ノ
平成27年度書記官事務等査察の査察結果報告書

庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等

帳癖諸票を備え付けるにあたり.通達を再確認
することなく,前例踏襲で作成している。

事務処理上の改善策

平成27年11月1日から薪漏弐而老両『三菱更厄了逗
還予定日の肥城も行っている。
年に1度行う事務などは.その都度根拠にあた
り,適正な執務を行うように.毎年,､注意喚起す
る。

平成28年1月作成分が5新糠弐而毛両『三菱更画
返還予定日の肥賊も行っている。 、
年に1度行う事務などは.その都度根拠にあた
り,適正な執務を行うように,毎年,注意喚起す
る。

備考

事件記録出納簿が通達で定あ弓洞ア
た様式と異なり,返還予定日の記戦・
がないものとなっている。和歌山家裁 本庁 家邸 その他

事件記録出納簿が通達で定められ

た様式と異なり,返還予定日の配戦
がないものとなっている。

帳薄諸票を備え付けるに詞葹り.通運蚕再確認
することなく,本庁の例にならい,前例踏襲で作
成している。和歌山家裁 支部等 宝事 その他

秘匿することとされた同じ柵報につ
いて;－件記録の中で,書類によっ
てマスキングされているものとされ
ていないものがあった。

秘匿愉報のマスキングは一か所でも漏らすと恵
味がなくなることから,職員に対して確実なマス
キングの徹底を指導する必要がある。

裁判官も含めた刑事部全庶ミーティングにおい
て.秘匿情報の取扱いに関する申合せの改定を
検討する中で,秘匿情報がどのような書類にあら
われるか意見交換を行って注意を要する書面等
の共通認賊をはかった。

(1剛匿情報の管理に関する
事項

大阪高裁 地家裁 刑事

本来のあるべき事務処理を検討Cて現在丙事霧
処理の改善及び申合せの改定等を検討する必
要がある｡．

裁判官害奮

匿情報の管理に関するあるべき事務処理及び申
合せの改定を検肘しているとこぢである。

(1恥匿情報の管理に関する
事項

大阪高裁 地家裁 少年

1

| ’
大阪高裁 地家裁 刑事 その他

反則金不納付事件配録(交通切符）
が.ロッカー内の書類箱の中に他の
書類と混在した状態で保管されてい
た。

交通切符は他の書頚に比べて形状が小さく,他
の書類に紛れるなどして紛失するおそれが大き
い。

受理時からA4版のヂ平ツク付きビニ
れて.反則金不納付惑件記摂のみ0
愛理時からA4版のチャック付きビニール袋に入

れて,反則金不納付事件記録のみの保管箱にい
れてﾛｯｶｰ内に保管することとした。

大阪高裁 地宝穀 少年 その他

’

秘匿情報の取扱FTE関手石関戻寳
料謙の整理がされていない。

秘匿情報の橋 寒記官等が関係資寒記官等が関係資料等を.必要な際に容易に－
覧できるよう,取りまとめたﾌｧ夢fル等を書記官室
に備え置いて関係職員に周知するよう指示をし
だ。

担贄書において･その圃意点等を的確に把握で｜きる環境を整備する必要がある。
(1恥匿情報の管理に関する
事項 ．

大阪地裁 支部等 刑事

(最総三）
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庁名 本庁･支部 事件種別 査察事項 指摘事項 課題等 事務処理上の改善策 備考

京都地謹 支部等 刑事
(1隅匿情報の管理に関する
事項’

これまでに亜高裁から送付された秘
匿情報の管理に関する事務連絡等
を,事務処理マニュアルのファイル
に綴り込んでいるが,一部綴られて
いない事務連絡があった。

これまでに歴高甑から送付された秘匿情報の管
理に関する事務連絡等を.一つのファイルにまと
め,書罷官室及び裁判官室に備え置き.錐でも
がいつでも見られるようにしておくよう指示してい
たが.徹底されていなかった．

改めて全支部及び簡麺に対し,秘匿情報の管理
に間する事務連絡等を改めて確鯉するとともに，
それらを－つのファイルにまとめて備え歴くよう指
示した。 .

京都地裁 支部等 刑事 その他

第1回公判薊の事前準備として弁

瞳人との間でﾌｧｸｼﾐﾘで送受信し
ている『群舩進行に対する照会｣害
面が.被告人氏名及び罪名を記載
する書式になっていた。

ファクシミリの膜送信防止の対策は十分にとられ

ているものの,もし膜送信が生じた塙合に重大な
個人情報の流出になるという意礎が持てていな
い

諏舌人名及び罪名を記駆せす,事件番号のみで
事件を特定する書式に改めた。


